
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsuma-chuo elementary school 

≪学校教育目標≫強く(強い心を持つ子ども) 正しく(正しい心を持つ子ども) 明るく(明るく優しい心を持つ子ども) 

厚真町立厚真中央小学校 

学校だより 
NO．７  【１０月号】 

 
２０２３年９月２９日発行 

厚真町立厚真中央小学校 校長  

 

 例年にない暑さが続き、9月とは思えないほどの状況でした。９月１８日（月）には厚真町で３０℃

を記録するなど、この時期としては経験したことのない暑さでした。先週の途中からは、やっと暑さも

一段落したように思います。今月の中旬には、すでにすすきや赤とんぼが見られるようになっていたの

で「秋」を感じる中、気温とのギャップに何か違和感がありましたが、やっと本来の季節に近づいたよ

うです。 

 

 「いじめ」が社会問題となり、本校においても日常的に学級の様子を見たり、必要に応じて教育相談

を行ったり、児童会からの呼びかけやアンケート調査などをしながら未然防止や早期対応に努めている

ところです。 

 

 いじめの定義については、以前と比較するとずいぶんと変化してきています。いじめの定義が最初に

出された時には「『いじめ』とは、『①自分より弱い者に対して一方的に、②身体的・心理的な攻撃を

継続的に加え、③相手が深刻な苦痛を感じているものである』」となっていました。現在は、「『いじ

め』とは、『当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことによ

り、精神的な苦痛を感じているもの。』とする。」となっています。「一方的に」「継続的に」「深刻

な」が削除されました。現在の定義でいくと、一定の人間関係のある者・・・同じ学級や同じ学校であ

ればほぼ全員となり、心理的、物理的な攻撃を受けた・・・悪口を言われた、ちょっと叩かれたものも

含まれ、苦痛を感じているもの・・・嫌な気持ちになった、この状態は「いじめ」となります。 

  

定義に照らした「いじめ」はどこにでも起きうるものです。「悪口を言われた、それで嫌な思いをし

た」ことが事実であれば、その前にどんなことがあったのかは関係なく、それは「いじめが起きた」と

捉えて対応することが求められています。以前であれば、「何度か続いているのか、一方的なのか、何

かあってやり返したことなのか、深刻な状態なのか」を見極めることになりますが、今は、嫌な思いを

することがあり、それが友達からされた事実なら「いじめ」となります。 

 

学校としてのお願いは、いじめを認知した件数のみをもって学校が大変な状態であるとの思いはもた

ないでほしいということです。9月に実施したアンケートでは、「嫌な思いをしたことがある」と回答

したうち、事実がはっきりしないもの、兄弟で起きたもの等を除き、いじめとして認知しています。ア

ンケートに書かれているもの全て聞き取りを行い、事実確認をし、関係している児童からも話を聞き、

必要に応じて指導を行ったり、解決を図ったりして対応をしています。聞き取った中で、いじめの定義

に当てはまるものは「いじめ」として認知します。大切なのは数ではなく、一件ずつ確かめることで、

深刻になるかもしれない『いじめ』を絶対に見逃さず子供を守るということです。また、話合いの中で

今後についても考えさせ、よりよい人間関係を構築できるようにしていくことだと考えています。 

 

「いじめ」については、先日の地域参観日の昼休みの際に児童会プロジェクト委員会で考えた『いじ

め０集会』を見ていただきました。いじめはよくないことを伝えていくのも大切ですが、みんなで笑顔

の写真を撮り合い、みんなで集まり、音楽とともにスライドで見たことは、子供たちのいい表情から、

互いのよさを感じ合いながら心が温まる時間になったと思いました。今後も、いじめの問題について取

り組んでいきます。何かあれば学校にも相談ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月２７日（水）の昼休みに行われた

「いじめ０集会」（全校集会）では、厚

真中学校生徒会から届けられた「ピンクT

シャツ運動」の掲示物が紹介され、厚真

中央小学校と厚真中学校が連携していじ

め問題に取り組んでいくことが確認され

ました。「いじめは絶対に許さない」と

いう気持ちを忘れず、みんなでさらに笑

顔があふれる学校にしていきたいと思い

ます。 

ご家庭でお気付きのことや心配なこと

がありましたら、遠慮なさらず早めに学

校へご連絡ください。よろしくお願いい

たします。 

日 曜

１０　月　行　事　予　定
学　校　行　事

1 日

2 月
クラブ（５）
スクールカウンセラー来校

3 火
二計測・視力検査（１～３年）
ミシン指導・講師来校（6年生）

5 木
研究授業（4年）
校内研修・読み聞かせ（１・２年）

4 水 二計測・視力検査（４～６年）

6 金
学習発表会々場設
6年理科　地層見学予備日
ミシン指導・講師来校（５年生）

7 土

8 日

9 月 スポーツの日

12 木 ミシン指導・講師来校（6年生）

10 火 ［学習発表会特別日課開始］

11 水

13 金 ミシン指導・講師来校（５年生）

14 土

15 日

16 月 ミシン指導・講師来校（6年生）

19 木 ミシン指導・講師来校（5年生）

17 火

18 水

21 土 学習発表会

20 金 前日準備

22 日

23 月 振替休業日

26 木
読み聞かせ（３・４年）
耳鼻科健診１０：３０～（全学年）

24 火

25 水

27 金 ６年生 中学校登校日①

28 土

31 火 芸術鑑賞会

29 日

30 月
専門委員会（７）
スクールカウンセラー来校


